
お
知
ら
せ 

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ
 

軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
 

平
成
３０
年
度
国
民
健
康
保
険
 

税
納
税
通
知
書（
第
１
・
２
期
） 

を
５
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
 

平
成
３０ 
年
度
国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
 

に
つ
い
て
、国
民
健
康
保
険
制
度
変
更
に
 

お
け
る
津
島
市
の
税
率
が
決
定
し
ま
し
た
 

納
付
期
限
　
第
１
期
　
５
月
３１
日

 

　
　
　
　
　
第
２
期
　
７
月
２
日

 

  今
回
送
付
す
る
納
税
通
知
書（
仮
算
定
）は
、

前
年
度
か
ら
引
き
続
き
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
世
帯
を
対
象
に
、前
年
度
の
国

民
健
康
保
険
税
の
年
額
の
１０
分
の
２
を
暫
定

的
に
お
支
払
い
い
た
だ
く
も
の
で
す
。
 

   ７
月
中
旬
に
は
、前
年
中
の
所
得
や
今
年

度
の
固
定
資
産
税
、加
入
者
数
を
も
と
に
算

定
し
た
年
税
額
か
ら
、今
回
送
付
す
る
仮
算

定
税
額
を
差
し
引
い
た
納
税
通
知
書（
本
算

定
）を
送
付
し
ま
す
。
 

平
成
３０
年
４
月
１
日
以
降
に
新
規
加
入
さ

れ
た
世
帯
の
納
税
通
知
書
も
７
月
に
送
付
し

ま
す
。
 

 
 

  

                            

　
７
月
中
旬
に
送
付
す
る
納
税
通
知
書（
本

算
定
）で
適
用
し
ま
す
。
 

 

今
後
は
、国
民
健
康
保
険
に
お
け
る
財

政
運
営
の
主
体
と
な
る
愛
知
県
が
、市
町

村
ご
と
の
医
療
費
水
準
や
所
得
水
準
を
考

慮
し
た
「
国
保
事
業
費
納
付
金
（
保
険
税

負
担
金
）
」
の
額
と
「
標
準
保
険
料
率
」
を

示
し
、こ
れ
ら
を
参
考
に
保
険
税
率
が
決

ま
り
ま
す
。
 

 

 

　 　
口
座
振
替
は
一
度
の
手
続
き
で
済
み
、金

融
機
関
等
に
納
め
に
行
く
必
要
が
な
く
、仕

事
な
ど
で
忙
し
い
方
に
大
変
便
利
で
す
。 

　
市
役
所
の
窓
口
で
の
手
続
き
で
は
、キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、そ
の
場
で
申
し
込
み

が
完
了
し
ま
す（
一
部
利
用
で
き
な
い
金
融

機
関
、キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
）。 

問
合
　
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
Ｇ 

 
 
 
1
２４
ー

１
１
１
３ 

   

平
成
３０
年
度
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書
の

発
送
日
は
、５
月
８
日

で
す
。 

平
成
２８
年
度
か
ら
税
率
が
変
更
と
な
る
車

両
が
あ
り
ま
す
。 

税
率
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
、納
税
通
知
書
等
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

問
合
　
税
務
課
市
民
税
Ｇ 

　
　
1
５５
ー

９
２
６
３
 

 

 

保
険
税
納
付
は
口
座
振
替
で
!!
 

・限度額については変更になる可能性があります。 
・上記表中の基礎控除額は３３万円です。 
・１年間の税額は上記①～④を合算したものになります。 

①所得割 

②資産割 

③均等割 

④平等割 

医療分 
【限度額　５４０,０００円】 

後期高齢者医療支援金分 
【限度額　１９０,０００円】 

介護分（第２号被保険者４０歳～６４歳） 
【限度額　１６０,０００円】 

（平成２９年中の総所得金額
ー基礎控除額）×６.１/１００ 

（平成２９年中の総所得金額
ー基礎控除額）×２.１２/１００ 

（平成２９年中の総所得金額 
ー基礎控除額）×１.６２/１００ 

平成３０年度の固定資産税
額×７.５/１００ 

平成３０年度の固定資産税
額×３.５/１００ 

平成３０年度の固定資産税額×
１.５/１００ 

加入者数×２２,４００円 加入者数×８,２００円 加入者数×８,２００円 

２２,９００円 ６,２００円 ９,４００円 

本庁舎のダイヤルイン導入に伴う電話番号案内 

障がい者福祉事業 

高齢者福祉事業 

児童福祉事業 

尾張津島天王祭の桟敷・観覧舟の申し込み開始 

国民健康保険からのお知らせ 

 

・・・２～５ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６,７ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８,９ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０～１２ 

・・１４,１５ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８ 

［保存版］ 

平成３０年度津島市が実施するがん検診等のお知らせ 

５月３１日は、世界禁煙デー 

子どもの目 

ほんのひととき 

私のカルテ 

街角散歩 

 

 

・・・２１～２４ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４,３５ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３ 

市役所本庁舎にダイヤルイン（直通電話）を導入しました お知らせ 

「市政のひろば」つしま2018.5１８ 



   
　
事
業
者
が
所
得
税
の
源
泉
徴
収
義
務
者
で

あ
る
場
合
、地
方
税
法
お
よ
び
各
市
町
村
の

条
例
の
規
定
に
よ
り
、特
別
徴
収
義
務
者
と

し
て
従
業
員
の
毎
月
の
給
与
か
ら
個
人
市
・

県
民
税
を
特
別
徴
収
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と

な
っ
て
い
ま
す
。 

　
市
で
は
、法
令
等
の
規
定
に
基
づ
い
て
、原

則
と
し
て
特
別
徴
収
義
務
者
に
指
定
し
、特

別
徴
収
税
額
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

事
業
主
の
方
々
の
よ
り
一
層
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

特
別
徴
収
の
対
象
に
な
る
方 

　
前
年
中
に
給
与
の
支
払
い
を
受
け
、か
つ

当
年
の
４
月
１
日
に
給
与
の
支
払
い
を
受
け

て
い
る
す
べ
て
の
従
業
員
（
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ

イ
ト
も
含
む
） 

特
別
徴
収
の
対
象
に
な
ら
な
い
方 

・
退
職
者（
退
職
予
定
者
を
含
む
） 

・
二
つ
以
上
の
事
業
所
か
ら
給
与
の
支
払
い

を
受
け
、他
の
事
業
所
で
特
別
徴
収
が
行

わ
れ
て
い
る
方 

・
毎
月
の
給
与
支
給
額
が
少
な
く
、個
人
市

県
民
税
を
特
別
徴
収
し
き
れ
な
い
方 

・
給
与
が
毎
月
支
給
さ
れ
て
い
な
い（
不
定

期
な
）方 

問
合
　
税
務
課
市
民
税
Ｇ 

　
　
　
1
５５
ー

９
２
６
３ 

  

　
尾
張
津
島
秋
ま
つ
り
で
活
躍
す
る
石
採
祭

車
の
保
存
修
理
費
に
つ
い
て
、平
成
３０
年
１
月

１５
日
か
ら
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
よ
る

支
援
を
募
っ
た
と
こ
ろ
、目
標
額
３０
万
円
を
超

え
る
１
２
０
万
円
も
の
多
大
な
る
ご
支
援
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
多
く
の
方
か
ら
ご
支
援

を
い
た
だ
き
、心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

　
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
厚
意
は
、津
島
石

採
祭
車
の
太
鼓
や
鉦
の
修
理
な
ど
の
保
存
修

理
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
、今
年
の
尾
張

津
島
秋
ま
つ
り
に
お
い
て
、引
き
続
き
そ
の
絢

爛
な
姿
を
観
覧
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。 

　
今
後
も
愛
知
の
山
車
ま
つ
り
の
保
存
・
継

承
の
推
進
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、引
き

続
き
ご
支
援
を
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。 

問
合
　
あ
い
ち
山
車
ま
つ
り
日
本
一
協
議
会

事
務
局（
愛
知
県
教
育
委
員
会
文
化
財
保

護
室
内
） 

　
1
０
５
２
ー

９
５
４
ー

６
７
８
２ 

  
 

日
本
赤
十
字
社
は
、災
害
救
護
や
海
外
へ

の
援
助
、赤
十
字
奉
仕
団
の
育
成
な
ど
幅
広

い
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

昨
年
度
は
、４
９
０
万
７
９
５
０
円
の
ご
協

力
を
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

毎
年
５
月
は
「
赤
十
字
会
員
増
強
運
動
月

間
」で
す
。
今
年
も
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。 

問
合
　
福
祉
課
福
祉
Ｇ 

　
　
　
1
２４
ー

１
１
１
５ 

   

  

心
に
病
の
あ
る
方
、生
き
づ
ら
さ
を
感
じ

て
い
る
方
々
が
共
に
語
り
合
い
、社
会
参
加
へ

の
足
掛
か
り
を
め
ざ
し
た
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス

で
す
。 

日
時
　
毎
月
第
２
土
曜
日 

　
　
　
午
後
１
時
３０
分
〜
３
時
３０
分 

場
所
　
北
小
学
校
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ハ
ウ
ス 

対
象
　
心
に
病
の
あ
る
方
、生
き
づ
ら
さ
を

感
じ
て
い
る
方
お
よ
び
そ
の
家
族
等 

参
加
費
　
１
０
０
円 

申
込
　
不
要 

主
催
　
精
神
保
健
福
祉
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル

ー
プ
　
風
車
の
会 

問
合
　
福
祉
課
福
祉
Ｇ
　
1
２４
ー

１
１
１
５ 

　
風
車
の
会
　
代
表（
村
岡
） 

　
1
０
９
０
ー

２
６
８
９
ー

４
１
３
８（
平
日
午

前
１０
時
〜
午
後
５
時
） 

            

あ
ら
ゆ
る
偏
見
や
差
別
を
解
消
し
、全
て

の
人
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
ま
ち
の
実
現
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、津
島
市
人

権
が
尊
重
さ
れ
る
ま
ち
づ
く
り
条
例
を
制
定

し
、平
成
３０
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま

し
た
。 

条
例
で
は
、市
等
の
責
務
並
び
に
市
民
お

よ
び
事
業
者
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と

も
に
、人
権
が
尊
重
さ
れ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推

進
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定

め
て
い
ま
す
。 

問
合
　
人
権
推
進
課
人
権
同
和
・
男
女
参
画

Ｇ
　
1
５５
ー

９
３
６
４ 

   

６
月
１
日
は
人
権
擁
護
委
員
の
日
で
す
。 

人
権
擁
護
委
員
は
、私
た
ち
の
身
近
な
相

談
パ
ー
ト
ナ
ー
で
す
。
子
ど
も
の
こ
と
や
家

庭
で
の
悩
み
ご
と
、い
じ
め
や
体
罰
、プ
ラ
イ

バ
シ
ー
の
侵
害
を
さ
れ
た
な
ど
の
相
談
に
応

じ
ま
す
。 

相
談
は
無
料
・
秘
密
厳
守
で
す
。お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。
電
話
で
の
ご
相
談
は
左

記
問
合
へ
お
願
い
し
ま
す
。 

日
時
　
６
月
１
日

午
前
９
時
〜
午
後
３
時 

場
所
　
市
役
所
１
階
相
談
室
２
・
３ 

相
談
員
　
人
権
擁
護
委
員 

問
合
　
人
権
推
進
課
人
権
同
和
・
男
女
参
画

Ｇ
　
1
５５
ー

９
３
６
４ 

 

個
人
市
・
県
民
税（
個
人
住
民
税
） 

の
特
別
徴
収
推
進
に
つ
い
て
 

人
権
擁
護
委
員
制
度
７０
周
年
 

「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」
特
設
人
権
相
談
 

 

津
島
市
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
 

ま
ち
づ
く
り
条
例
が
平
成
３０
年
 

４
月
１
日
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
 

山
車
ま
つ
り
へ
の
支
援
の
お
礼
 

あ
な
た
が
支
え
る
赤
十
字
運
動
 

心
の
居
場
所
「
は
っ
ぴ
ー
る
ー
む
・
つ
し
ま
」
 

１９ 「市政のひろば」つしま2018.5

市役所本庁舎にダイヤルイン（直通電話）を導入しました お知らせ 



   
対
象
　
市
内
在
住
で
、被
爆
者
健
康
手
帳
の

交
付
を
受
け
て
い
る
方 

手
当
の
支
給
額
　
月
額
２
０
０
０
円 

申
請
方
法
　
被
爆
者
健
康
手
帳
と
申
請
者
の

印
鑑
を
持
参
し
て
、保
健
セ
ン
タ
ー
へ
お
越

し
く
だ
さ
い
。 

※
す
で
に
支
給
認
定
を
受
け
て
い
る
方
は
、

手
続
き
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

問
合
　
保
健
セ
ン
タ
ー
　
1
２３
ー

１
５
５
１ 

  

　
進
学
や
就
職
な
ど
で
引
っ
越
し
を
さ
れ
た

方
は
、原
則
と
し
て
、現
在
住
ん
で
い
る
寮
や

ア
パ
ー
ト
な
ど
が
住
所
地
に
な
り
ま
す
。 

　
住
民
票
は
、選
挙
人
名
簿
な
ど
の
各
種
の

登
録
や
、行
政
サ
ー
ビ
ス
に
つ
な
が
る
大
切
な

情
報
で
す
。
忘
れ
ず
に
移
し
ま
し
ょ
う
。 

　
選
挙
で
投
票
を
行
う
場
所
は
、原
則
と
し

て
住
民
票
の
あ
る
市
区
町
村
で
す
。
異
な
る

市
区
町
村
へ
引
っ
越
し
た
方
で
、住
民
票
を
移

し
て
い
な
い
、ま
た
は
住
民
票
を
移
し
て
か
ら

３
カ
月
を
経
過
し
て
い
な
い
場
合
は
、新
し
い

住
所
地
で
投
票
で
き
ま
せ
ん
。 

転
入
の
手
続
き
　
引
っ
越
し
て
か
ら
１４
日
以

内
に
手
続
き
を
行
い
ま
す
。
前
住
所
地
で

受
け
取
っ
た
転
出
証
明
書
を
添
え
て
、転

入
届
を
提
出
し
ま
す
。 

転
出
の
手
続
き
　
引
っ
越
し
す
る
予
定
日
の

１４
日
前
か
ら
手
続
き
が
で
き
ま
す
。
転
出

届
を
提
出
し
、転
出
証
明
書
を
受
け
取
り

ま
す
。 

転
居
の
手
続
き
　
引
っ
越
し
て
か
ら
１４
日
以

内
に
手
続
き
を
行
い
ま
す
。
転
居
届
を
提

出
し
ま
す
。 

注
意
事
項
　
届
出
の
際
に
は
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
や
通
知
カ
ー
ド
を
併
せ
て
お
持
ち

く
だ
さ
い
。ま
た
、代
理
人
が
手
続
き
を
行

う
場
合
に
は
、委
任
状
が
必
要
に
な
り
ま
す
。 

問
合
　
選
挙
に
関
す
る
こ
と 

　
　
　
総
務
課
庶
務
Ｇ 

　
　
　
1
５５
ー

９
６
０
６ 

　
　
　
転
入
・
転
出
・
転
居
に
関
す
る
こ
と 

　
　
　
市
民
課
市
民
・
戸
籍
Ｇ 

　
　
　
1
２４
ー

１
１
１
２ 

    
        

こ
の
制
度
は
、代
理
人
や
第
三
者
に
よ
る

請
求
に
基
づ
い
て
住
民
票
の
写
し
な
ど
を
交

付
し
た
と
き
、本
人
に
交
付
事
実
を
通
知
す

る
も
の
で
す
。 

制
度
の
利
用
を
希
望
す
る
方
は
、申
請
者

本
人
の
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
・
旅
券
・
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
、代
理
人
は
委
任
状

と
委
任
者
の
本
人
確
認
で
き
る
書
類
、法
定

代
理
人
の
場
合
は
資
格
を
証
明
す
る
書
類
）

を
持
参
の
上
、左
記
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

問
合
　
市
民
課
市
民
・
戸
籍
Ｇ 

　
　
　
1
２４
ー

１
１
１
２ 

    

近
年
、遠
方
に
住
ん
で
い
た
り
、高
齢
に
よ

り
清
掃
や
墓
参
り
さ
れ
な
い
墓
地
・
墓
石
が

見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

津
島
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
で
は
、そ

う
い
っ
た
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
方
の
お
手

伝
い
を
す
る
た
め
に「
お
墓
の
清
掃
事
業
」
を

始
め
ま
し
た
。
皆
さ
ん
の
代
わ
り
に
墓
地
・
墓

石
の
掃
除
、供
花
を
し
ま
す
。
詳
し
く
は
、セ

ン
タ
ー
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。 

 

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
は
、就
業
を
通
し

て
高
齢
者
の
健
康
で
生
き
が
い
の
あ
る
生
活

づ
く
り
を
サ
ポ
ー
ト
し
、地
域
の
活
性
化
に

貢
献
し
て
い
ま
す
。「
生
涯
現
役
」
を
目
指
し
、

会
員
の
募
集
を
し
て
い
ま
す
。 

市
内
在
住
６０
歳
以
上
の
健
康
で
、働
く
意

欲
が
あ
り
、家
族
の
同
意
が
あ
る
方
を
募
集

し
て
い
ま
す
。
入
会
説
明
会
は
毎
月
１
回
開

催
し
ま
す
。 

日
時
　
５
月
１８
日

、６
月
２２
日

 
　
　
　
午
前
１０
時 

場
所
　
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー 

※
説
明
会
に
参
加
を
希
望
す
る
方
は
、事
前

に
セ
ン
タ
ー
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 

剪
定
作
業
で
出
た
枝
葉
を
粉
砕
し
て
、鶏

糞
と
一
緒
に
発
酵
さ
せ
た
有
機
肥
料
を
販
売

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、７
月
か
ら
価
格
、配
達

料
の
改
定
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、

直
接
ま
た
は
電
話
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。 

 

４
月
か
ら
作
業
代
金
を
コ
ン
ビ
ニ
で
お
支

払
い
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
支
払
手

数
料
は
か
か
り
ま
せ
ん
の
で
、ご
利
用
く
だ
さ

い
。 

問
合
　
公
益
社
団
法
人
津
島
市
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー(

総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内) 

　
1
２６
ー

８
４
４
８ 

   
      

生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
つ
い
て
、都
市

計
画
案
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。 

縦
覧
期
間
　
５
月
１４
日

〜
２８
日

 

　
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時
１５
分 

　（
土
・
日
曜
日
は
除
く
） 

縦
覧
場
所
　
都
市
計
画
課 

そ
の
他
　
市
民
や
利
害
関
係
の
あ
る
方
は
、

縦
覧
期
間
中
、市
に
対
し
意
見
書
を
出
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。 

問
合
　
都
市
計
画
課
都
市
計
画
Ｇ 

　
　
　
1
５５
ー

９
６
２
７ 

 

津
島
市
原
子
爆
弾
被
爆
者
手
当
の
 

支
給
に
つ
い
て
 

住
民
票
の
写
し
等
の
第
三
者
交
付
 

に
係
る
本
人
通
知
等
制
度
に
つ
い
て
 

  

生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
関
す
る
 

都
市
計
画
案
の
縦
覧
 

引
っ
越
し
た
ら
住
民
票
を
移
し
ま
し
ょ
う
 

津
島
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
 

か
ら
の
お
知
ら
せ
 

入
会
説
明
会
開
催 

リ
サ
イ
ク
ル
事
業(

堆
肥
） 

新
規
事
業
「
お
墓
の
清
掃
事
業
」
の
開
始 

作
業
代
金
の
支
払
い
は
コ
ン
ビ
ニ
で 

市役所本庁舎にダイヤルイン（直通電話）を導入しました お知らせ 

「市政のひろば」つしま2018.5２０ 
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